
今だけ期間限定キャンペーン! !

万円
助成します

　対象　　浄化槽などを使用している方が行う下水道接続工事

　期間　　令和８年３月３１日まで

　助成金額　　

合併処理浄化槽から

下水道へ切り替える場合 
単独処理浄化槽もしくは、くみ取トイレ
を改造して下水道へ切り替える場合 

上限20万円 上限４0万円 

令和７年度下水道接続助成事業

※工事費用が助成金額の上限以下の場合、助成金額は工事費用の金額となります。
（千円未満は切捨て）

お問い合わせ　藍住町上下水道課

　　　　　　　　　　Ｔ Ｅ Ｌ：０８８－６３７－３１２３

　　　　　　　　  　E-mail：gesui@aizumi.i-tokushima.jp

 助成制度について   　工事について



下水道接続時のポイント

下水道の供用開始日
からの経過期間

　金　　額 
合併処理浄化槽から 

下水道へ切り替える場合 
単独処理浄化槽もしくは、くみ取トイレ
を改造して下水道へ切り替える場合 

3年以内 0円 12万円 

4年目以降 6万円 12万円 

負担金　

下水道接続時に一度限り「受益者負担金」を負担していただきます。

使用料　

工　事

公共下水道使用料は、上水道の使用水量に基づき計算されます。
１か月ごとに計算し、水道料金と併せて納付していただきます。

お問い合わせ　藍住町上下水道課

　　　　　　　　　　Ｔ Ｅ Ｌ：０８８－６３７－３１２３

　　　　　　　　  　E-mail：gesui@aizumi.i-tokushima.jp

下水道接続工事は「藍住町排水設備指定工事店」で施工してください。
※ 工事店によって工事費用が異なる場合がありますので、工事ご依頼の際には、複数の
業者から見積りを取り、比較・検討されることをおすすめします。
※「藍住町排水設備指定工事店」は、町ホームページ又は上下水道課窓口で確認いただ
けます。

供用開始日：下水道が使用できるようになった日

 助成制度について   　工事について


